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地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに
より判断能力が十分でない方の困りごとや、成年後見制度の利用などの相談に
対応する行政、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関•団体
を対象に、弁護士会・社会福祉士会と連携し、電話相談や来所による専門相談
で助言や情報提供を行うものです。

次のような相談に助言しています。
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。
● 悪質商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。
● 知人から財産を侵害されている。
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればいいのか。
● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。 など

【権利擁護専門相談窓口】
【大阪市・堺市以外】

大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室

所在地 〒542-0065大阪市中央区中寺1丁目1番地54号大阪社会福祉指導センター3階

電話 06-6191�9500職員による電話相談（月曜日～金曜日の10時,...,16時。祝日 ・ 年末年始除く）

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日13時～ ・14時半～）

【大阪市】

大阪市成年後見支援センター

所在地 〒557-0024大阪市西成区出城2丁目5番20号大阪市社会福祉研修・ 情報センター3階

電話06-4392-8282職員による電話相談（月曜日～土曜日の9時-17時。祝日・年末年始除く）

専門職による相談は、区役所・地域包括支援センター・ 総合相談窓口（ブランチ）・障がい者基幹相談支

援センター等からの事前予約が必要。

【堺市】

堺市権利擁護サポートセンター

所在地 〒590-0078堺市堺区南瓦町2番1号堺市総合福祉会館4階

電話072-225-5655職員による電話相談（月曜日～金曜日の9時-17時30分。祝日・ 年末年始除く）

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日木曜日13時-16時）

センターヘの相談に際しては、まず地域包括支援センター 、障がい者基幹相談支援センター等にご相談

ください。
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令和6年度介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業

公益財団法人�護労働安定センター大阪支部

◆1回につき、
1つのテーマをお選びください

◆事前打合せにより専門家が事業所の現状を伺い、状況に合わせて内容を調整いたします。

［お申込み急お問い合わせ］

公益財団法人介護労働安定センター大阪支部
〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3労働センター南館12F

TEL 06-4791-4165 FAX 06-4791-4166 

大阪支部LINE 大阪支部HP
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介護労慟安定センター大阪支部行き
FAX 06-4791-4166 
.. . .. -. ·.:·............... -・

•.•.. .• :.... . ....• ぶし岱·•=•0:0•0.. . =•· .. , 

令和6年度「講師派遣」申込書
◆下記に必要事項を記載の上、FAX送信をお願いします。 申込日： 年 月 日

貴事業所名および
法人（団体）名

賛助会員入会状況（該当に0印）

事 業内容
該当に0印、複数可

所在地

※事業者連絡会等の場合は会名も記載願います（

会 員 ・ 非会員 ・ 入会検討中

．訪問介護 ・デイサービス •特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設
・グループホーム ・小規模多機能 ・その他（ ） 
〒

担当者
（役職）

氏名
"""ぃ守-------鴫

連絡先

（役職
メールアト‘‘以 （ 

)
― 
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事前打合せについては、開催日時を鑑み、こちらよりご連絡させていただきます。 I備考：
......................................................................................................................................................................... 

※事前打合せ場所は原則大阪支部相談室（エル•おおさか南館12階）です

年 月 ・上旬 ・中旬 ・下旬 〔1.5時間・2時間〕
.... 心心...........ヽ.....,,,, ... 心ヽ..凡入ぶ,.,... ベ......,,,.,_ ..... 入,,,..,.,.,.,,,,,..,".... ぶ,,,..... べ.....,,. .. ""''"'。・'"'"'ぶ，"'"°''"'みomooomrn»,o。°゜、"'凡.,さ,,.。心.... ,., 

年 月 日（ ）： 時 分より〔1.5時間・2時間〕

（ ）事業所 I<職種 ・ 経験年数 ・ 年齢構成等＞ ＼

""'" ...... "" " ふ .... " "'"' .. ゚ "°' ' "'" ・・

）名
-

� 

名称 【
事業所外所在地 【

オンライン I①Cisco Webex ( ) ② ZOOM ( 

】
（最寄駅： ）】

※①②いずれかを選択
※事業所内、外に関わらず、会場地図を添付してください。 2ZOOMでの実施は利用に一口制限があ ます。事前にお問合せください。
＜往訪時の送迎の待ち合わせについて＞ 夕� - • -

く設備確認> J° ロ
・
シ,, Iクタ・スクリーン：

事業所で ）＼゜ リ］ン
用意して頂く物 マイク

本相談申込書に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、介護人材育成コンサルタント・雇用管理コンサルント等
による相談、支部職員による日程調整、内容確認、各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。

無
無
．

．

 

有
有

その他

くくく介護センター記入欄＞＞＞
以下のとおり相談を受けたことを確認しました。

事即打合せ日時〔決定〕 ，備考欄

年 月 日（ ） ～ 

集団講話日時〔決定〕 センダー担当者 担当専門家 相談者署名
年 月 日（ ） ～ 

場所：
【ご案内令和6年度】 公益財団法人介護労働安定センタ ー大阪支部 TEL : 06-:-4791-4165 
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※
１
　
大
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府
に
提
出
さ
れ
た
年
間
事
業
計
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に
基
づ
く
開
講
予
定
で
す
。
最
新
の
情
報
は
反
映
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
２
　
受
講
料
の
安
価
な
コ
ー
ス
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離
職
者
対
象
等
、
受
講
要
件
が
限
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
受
講
要
件
等
の
詳
細
は
各
事
業
者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
３
　
講
習
日
程
、
講
習
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
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へ
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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「苦情から見えてくるサ ー ビスの質の改善について」

（苦情が大きくなる原因）

サービス中に事故が発生した際、たとえ、事業所側に過失があると考えにくい場合でも、
説明に一貫性がなかったり、説明が不足していたりすると、家族の不信感を増大させ苦情の
規模が大きくなる可能性があります。

例えば、事故当時の状況が明確になっていない段階で、利用者家族に説明すると、話に矛
盾が生じる場合があり、 不信感につながります。

（例）通所介護
デイサ ー ビス中に転倒し、 骨折した。

転倒の際、 職員は誰も見ていなかった，

詳細な説明を求めても、 職員からは曖昧な回答しか得られず、 不信感が募っている。

（苦情につながる要素） (,

,

真摯な対応をしてもらえない。

ヴ職員同士の情報の共有が出来ておらず、 回答が定まっていない

事故当時の状況がわからない。（曖昧な説明しかない）
凸サ ー ビス提供の記録がない

<防止するためには>

万一、 事故が起こってしまった場合、 大切なのは利用者家族への「初期対応」です。初期
対応が不適切なため不信感を生じさせ、 解決が困難になっている事例が多く見受けられま
す。曖昧な記憶で家族へ説明をしたり、職員によって対応が異なるとトラブルの元になりま
す。事務所内で、共有する情報に食い違いが起きたり、忘れたりということを防ぐためにも、

「サービス提供の記録」を作成しておくことが大変重要になります。
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また、苦情の発生を、未然に防止する取組みを講じたり、利用者や家族と常日頃からコミ
ュニケーションをとり、関係性を築いていくこともサ ー ビスの質の向上につながる方法で
す。

（参考）
令和4年度国保連合会苦情相談・苦情申立件数

苦情相談 420件 苦情相談：電話や来会等で助言や情報提供等を行ったもの。
苦情申立 0 件 苦情申立：苦情申立書を受けたもの。
計 420件

・「運営基準」厚生省令第 37 号「通所介護」参照
＜サービスの提供の記録＞
第19条 指定通所介護事業者は、 指定通所介護を提供した際には、当該指定通所介護の提
供日及び内容、当該指定通所介護について法第 41 条第6 項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サ ー ビス費の額その他必要な事項を、 利用者の居宅サ ー ビス計画を
記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 . 指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサ ー ビスの
内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な
方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
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大阪府国民健康保険団体連合会

青返戻になる前に確認できる螂Lフ ー

「Oh!Shien」では、本会での審査期間中に審査結果を確認することができます！

口賣請求にエラ ーがあった … そんなときでも大丈夫 讀事の差し替え可能！
； 請求データの差し替え期間（※）に誤ったデータを削除し、電子請求受付システムで再送信（請求情報の差し替え）を行う
象 ことができます！ただし、差し替えはインターネット請求事業所（代理請求含む）のみ [ 

※差し替え期間についてはべ Oh!Shienにて公開しています。

さらにうれしい

硲魯ぶ硲· 奴悩滋魯 盛巡畑 粟盛碑 ： .,,� 碑.,., 硲殴泌泌 心碑.,❖殴 悩魯殴：.,., 沼魯遥

ぐ環欝国民霞廉螂鵬薗衛遍合睾拿べ/ページ浴F@hfS庫mへ”アりなス言滋l
介讀欝譲事蒙阿尋〇讐饉パ鬱掌噂闘鑓履曇＞寵冨贔び電子請事についこパ置）事戴阿剛+�ン詈→拿叶噌闘＇公闘宣鑽彎→ビス(@hf聟籍駁りに?b\1ご

エラー等があった場合、 エラー

コードと内容が表示されます。
より詳細な説明が用意されてい
る場合、 エラーコードをクリックす
ると、 エラー詳細情報が表示され
ます。
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